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入 札 公 告 
 

 

制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条

の 6 及び上越地域消防事務組合財務規則（昭和 47 年上越地域消防事務組合規則第 6号）第 3 条

において準用する上越市財務規則（昭和 46年上越市規則第 35号）第 146条及び 147条の規定に

より、次のとおり公告する。 

 

 

令和 5年１１月１３日 

 

上越地域消防事務組合 管理者  中川幹太  

 

１ 委託業務の概要 

⑴ 件    名 消防救急デジタル無線システム基本・実施設計業務委託 

⑵ 場    所 上越市大字藤野新田３３０番地１ 

⑶ 履 行 期 限 令和７年１月３１日まで 

⑷ 概    要 

消防救急デジタル無線システム更新事業に係る基本設計業務

（現行多重無線の代替手段としてのアプローチ回線の構成及び

設計を含む。）及び実施設計業務（電波伝搬調査を含む。）を一

貫して行うもの。 

⑸ 支 払 条 件 

① 前払金   あり 

② 中間前払金 なし   

③ 部分払金  なし 

⑹ 予 定 価 格 事後公表 

⑺ 最低制限価格 あり（最低制限価格を下回った場合は失格） 

 

 

２ 入札について 

⑴  入札日時 

    令和５年１１月２９日（水）午後２時 

⑵   入札方式 

   入札書（指定様式）による紙入札方式 

※ 入札書は封書にし、封書の表に、入札件名、入札参加者の商号又は名称、入札書在中の朱

書きを記載すること。 

⑶  入札保証金 

  免除 

⑷  入札の無効 

   次のいずれかに該当する入札は無効とする。 
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・ 入札公告に示した入札参加資格のない企業が行った入札 

・ 落札者が決定する前に入札参加資格要件に該当しなくなった企業が行った入札 

・ 入札書に記名又は押印がない入札 

・ 入札金額を訂正した入札（訂正印のある場合を除く。） 

・ １件の入札案件に対して同一の入札者が２以上の入札を行った場合は、その全て

の入札 

・ 脅迫その他不正の行為によって行った入札 

⑸  入札金額の記載 

・ 入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額

（当該金額に 1 円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた金額）をもって落

札額とするので、入札者は、消費税にかかる課税業者であるか免税業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載する

こと。 

・ 入札金額の見積は、新潟県土木部積算基準〔２ 調査関係〕により行うこと。 

⑹  落札者の決定について 

・ 開札後、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格を入札した者は、落札候補

者として、入札参加資格要件確認書類（次５参照）を速やかに提出し、審査を受ける

こと。 

・ 当該審査で入札参加資格要件の具備が確認された場合、落札候補者を落札者とし

て決定する。 

⑺  その他 

・ 再入札の回数は 2回までとする。 

 

 

３ 入札参加に必要な資格要件 

⑴  業種に関する要件 

令和 4、5年度上越地域消防事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格（電気

電子分野）を有していること。ただし、参加資格者名簿登録者以外の者であっても、

本入札公告期間中の建設コンサルタント等業務入札参加資格の随時申請を妨げるも

のではない。 

⑵  資格要件 

・ 上越地域消防事務組合と同規模以上（概ね管轄人口 20万人以上）の消防本部での

無線システムの実施設計業務の実績を有していること。また、アプローチ回線の設計

においては、多重無線回線及び有線（光）回線双方の方式を設計した実績があること。 

・ 過去５年間以内に、高機能消防指令システム［Ⅱ型］の調達に係るコンサルティン



3 

グ業務（実施設計、調達支援等）の実績を２件以上有すること。 

・ 260MHz帯デジタル方式（SCPC方式）の無線システムの電波伝搬調査が行えること。 

・ 国土交通省建設コンサルタント（電気・電子部門）の登録業者であること。 

・ プライバシーマーク（JIS Q 15001）または、情報セキュリティマネジメントシス

テム（ISO27001）を認証取得していること。 

・ 本業務には、国土交通省が定める設計業務等共通仕様書に基づき、管理技術者及び

照査技術者を別々に置くこと（兼務不可）。 

・ 管理技術者は、過去５年間に無線システムの基本設計又は実施設計業務の従事経

験者（同一設計業務内である必要はない）であり、第一級陸上無線技術士又は第一級

陸上特殊無線技士の資格を保有するとともに、本業務の公募開始日以前から入札参

加者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

・ 照査技術者は、過去５年間に無線システムの基本設計又は実施設計業務の従事経

験者（同一設計業務内である必要はない）であり、第一級陸上無線技術士、技術士（電

気電子部門）又は RCCM（電気電子部門）のいずれかの資格を保有するとともに、本

業務の公募開始日以前から入札参加者との直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。 

⑶  その他 

  次の要件のすべてを満たすこと。 

・ 地方自治法施行令第 167条の 4の規定に該当していないこと。 

  ・ 令和 4、5年度上越地域消防事務組合建設コンサルタント等業務入札参加資格申請

書の提出日から本件入札日までの間において、上越地域消防事務組合建設工事請負

業者指名停止措置要領(平成 29 年 12 月 7 日実施)に基づく指名停止等の措置を受け

ていないこと。 

・ 国、県及び市町村の租税公課（法人税、消費税、固定資産税等）について、過去に

滞納がないこと。 

  ・ 連結財務諸表を作成しているか否かにかかわらず金融商品取引法上、連結財務諸

表に含むものとされるグループ企業又は会社の代表権を有する人が同じ人である企

業は、いずれか１社のみが本入札に参加すること。 

  ・ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）または民事再生法（平成 11 年法律第 225

号）の規定に基づく更生または再生手続きを行っていないこと。 

  ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3年法律第 77号）第 2条か

ら第 6号までに定義する暴力団等及びその利益となる活動を行う者でないこと。 
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４ 関係設計図書等の閲覧及び質疑回答 

区分 期間・期日・期限等 場所及び提出先等 

関係図書等

の閲覧 

令和 5年 11月 13日から 

令和 5年 11月 22日まで 

上越地域消防局 指令統制課 

（新潟県上越市大字藤野新田330番地1） 

質問の受付 
令和 5年 11月 13日から 

令和 5年 11月 22日（正午）まで 

質問は電子メールで質疑書を添付し、 

somu@shobo.joetsu.niigata.jp 

に送付してください。 
※質疑書は、上越地域消防事務組合ホームペ

ージの「トップページ＞各種様式＞入札・契約

関係＞その他」からダウンロード 

回答の公表 
随時 

令和 5年 11月 29日まで 

質問の内容及び回答は随時、上越地域

消防事務組合ホームページに公開 

 

 

５ 入札参加資格要件確認書類の提出 

⑴ 予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札候補者とし、入

札参加資格要件の具備を確認する。なお、最低制限価格は（直接費※1※2＋諸経費※3×

7/10）※4により算定する。 

※1「直接費」 ＝ 直接人件費＋直接経費 

※2「直接経費」は、事務用品費、旅費交通費、電子成果品作成費、電子計算機使用料及び機械器具損料、特許使用料、製図費などを含む。 

※3「諸経費」は、各見積算定項目における個別諸経費の積算額とする。 

※4 「最低制限価格」は、千円未満切り上げる。 

⑵ 落札候補者は、次表のとおり入札参加資格確認申請書及び関係書類を上越地域消防

局総務課に提出するものとし、提出期限は落札候補者の通知を受けた日の翌日から 7

日以内(土日祝日を除く）とする。 

 

提  出  書  類 
提出 

部数 
 

 制限付き一般競争入札参加資格確認申請書 １部 ※ 

 委託業務請負実績調書 １部 ※ 

 配置技術者調書 １部 ※ 

暴力団等の排除に関する誓約書 １部 ※ 

 国、県及び市町村の租税公課について滞納がないことを証明する書

類（直近の納税証明書等） 
各１部  

※様式は、上越地域消防事務組合ホームページに掲載 
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６ 落札者の決定方法 

   落札候補者の入札参加資格要件について審査した結果、資格があると認められた場

合、落札候補者を落札者とする。 

   落札者には、落札決定通知書により通知する。 

 

 

７ 契約金額の前金払について 

⑴  令和５年度 支払いなし 

⑵  令和６年度 前金払あり（契約金額の３０％以内）※上越市委託契約約款第２０条参照 

 

 

８ 入札の中止 

上越地域消防事務組合財務規則第 3 条において準用する上越市財務規則第 164 条第

1項の規定に該当する場合のほか、入札参加資格者が少数で、競争性が確保できないと

判断される場合は入札を中止する。 

 

 

９ その他  

⑴  本入札は、公告記載事項のほか、上越地域消防事務組合財務規則に基づき実施する。 

⑵  本入札に係る書類は、上越地域消防事務組合ホームページから入手すること。 

上越地域消防事務組合ホームページ http://www.joetsuarea-firedept.jp/ 

⑶  本入札に関する問い合わせ先は以下のとおりとする。 

上越地域消防局総務課 管財係 

TEL：025-545-0227 

FAX：025-545-0231 

E-mail: somu@shobo.joetsu.niigata.jp 

 

     


